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近
隣
の
歴
史
を
探
る 

＝
世
羅
町
＝ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

鶴
本
節
子 

  
 

 
 

世
羅
郡
世
羅
町
は
、
買
い
物
・
通
院
な
ど
で
生
活
に
密
着
し
た

町
で
あ
る
。
ま
た
歴
史
的
に
も
、
古
代
よ
り
影
響
を
与
え
、
一
時

期
小
童
と
宇
賀
は
同
じ
町
だ
っ
た
。 

 
 

 
 

今
回
は
『世
羅
町
』に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
た
い
と
思
う
。 

  

【な
ぜ
『
世
羅
』と
い
う
の
か
】 

 
 

 
 

平
安
時
代
の
八
〇
五
年
に
、
『
類
聚
三
代
格
（る
い
じ
ゅ
う
さ
ん
だ
い
き
ゃ

く

）』と
『
日
本
後
紀
』の
中
で
初
め
て
登
場
し
、
「
世
羅
郡
で
は
年
貢 

を
鉄
で
納
め
た
」こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

由
来
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、 

・
川
の
水
の
源
と
な
る
地
域
だ
と
い
う
「
『せ
せ
ら
ぎ
』
が
変
化

し
た
説
」 

・
「世
羅
」
と
国
名
が
似
て
い
る
古
代
朝
鮮
半
島
の
新
羅
（し
ら
ぎ
）

王
朝
か
ら
亡
命
者
が
住
み
着
い
た
「
半
島
か
ら
の
渡
来
人
説
」 

・
特
産
だ
っ
た
「
稲
（
せ
）
」
＝
「
世
」
、
絹
糸
で
編
ん
だ
織
物
を
意

味
す
る
「
羂
（ら
）
」＝
「
羅
」を
著
し
て
い
る
「
特
産
物
表
徴
説
」 

・
弥
生
時
代
に
大
和
政
権
が
吉
備
国
を
平
定
し
た
の
ち
に
派

遣
さ
れ
た
地
方
長
官
の
名
前
「
『
世
良
彦
命
（せ
ら
ひ
こ
の
み
こ
と
）
』

に
由
来
す
る
説 

 
 

 
 

な
ど
が
あ
る
。 

    
≪

用
語
説
明≫

 

    

・類
聚
三
代
格
：
平
安
時
代
の
元
号
、弘
仁
（
こ
う
に
ん
）
、
貞
観
（
じ
ょ
う
が
ん
）
、
延  

                

喜
（
え
ん
ぎ
）
の
三
代
の
格
を
内
容
別
に
集
め
て
再
編
集
し
た
法
令 

                

集
の
こ
と
。
１０

世
紀
初
め
の
こ
ろ
の
成
立
。現
存
は
十
七
巻
。編
者 

                

は
不
明
。内
容
は
、神
祇
・仏
事
・官
司
な
ど
。奈
良
・平
安
前
期
の 

                

重
要
史
料
で
あ
る
。 

         
 

 

【大
田
荘
に
つ
い
て
】 

 
 

 
 

平
安
末
期
、
備
後
国
世
羅
郡
に
成
立
し
た
荘
園
。
荘
域
は
以
前 

 
 

 

の
世
羅
郡
世
羅
町
、
甲
山
町
を
中
心
に
、
一
部
世
羅
西
町
、
甲
奴 

 
 

 
町
に
も
お
よ
ぶ
。
仁
安
一
（一
一
六
六
）年
後
白
河
院
を
本
家
、
平 

 
 

 
清
盛
の
五
男
重
衡
（
し
げ
ひ
ら
）
を
領
家
、
橘
基
兼
・親
満
を
下
司
と 

 
 

 

す
る
典
型
的
な
寄
進
地
型
荘
園
と
し
て
成
立
。
立
荘
当
時
の
見 

 
 

 

作
田
数
は
三
十
町
八
反
二
六
十
歩
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後 

 
 

 

数
年
を
経
る
間
に
周
辺
国
の
領
地
を
取
り
込
み
、
あ
る
い
は
尾
道 

甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り 

第 31 号 

2023 年 10 月 

甲
奴
郷
土
史 

研
究
会
発
行  

 

 

 

 

◆上の写真：類聚三代格表紙 

◆下の写真：類聚三代格 

１ページ目 

 



2 

 

 
 

 

村
に
倉
敷
地
を
設
定
す
る
な
ど
の
発
展
を
遂
げ
、
一
円
領
域
的 

 
 

 

な
中
世
荘
園
に
転
化
し
た
。
こ
の
荘
園
の
設
立
に
陰
で
大
き
な
功 

 
 

 
績
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
橘
一
族
で
あ
る
。 

  
 

 
 

平
家
が
滅
亡
し
、
鎌
倉
幕
府
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
の
文
治
二
（一
一 

 
 

 

八
六
）年
、
後
白
河
院
か
ら
高
野
山
大
塔
に
寄
進
さ
れ
た
。 

 
 

 
 

世
羅
郡
の
郡
・郷
司
の
系
譜
と
い
わ
れ
る
橘
氏
で
あ
っ
た
が
、
建 

 
 

 

久
八
（一
一
九
七
）年
ご
ろ
に
は
謀
反
の
咎
（
と
が
）
で
所
職
を
没
収 

 
 

 

さ
れ
て
し
ま
う
。 

 
 

 
 

幕
府
は
三
善
氏
を
大
田
荘
の
『地
頭
』
と
し
て
送
り
込
む
が
、
荘 

 
 

 

園
領
主
も
そ
の
こ
ろ
に
は
院
か
ら
高
野
山
に
変
わ
り
、
荘
の
中
心 

 
 

 

に
高
野
山
の
別
院
で
あ
る
今
高
野
山
を
設
け
、
荘
園
支
配
を
強 

 
 

 

力
に
進
め
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
始
ま
る
の
が
『
領
家
と
地
頭
の
あ 

 
 

 

ら
そ
い
』で
あ
る
。 

 
 

 
 

三
善
氏
の
荘
園
支
配
、
特
に
鎌
倉
時
代
末
に
な
る
と
、
地
元
で 

 
 

 

新
た
な
勢
力
が
興
り
、
高
野
山
と
結
ん
で
三
善
氏
の
前
に
立
ち
は 

 
 

 

だ
か
っ
た
。
そ
の
代
表
が
久
代
氏
の
出
身
と
推
定
さ
れ
る
『淵
信
』 

 
 

 

で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
一
種
の
年
貢
請
負
人
で
、
大
田
荘
だ
け
で 

 
 

 

な
く
各
地
の
荘
園
を
手
広
く
請
け
負
い
莫
大
な
財
産
を
蓄
え
て 

 
 

 

い
た
。
地
頭
の
年
貢
滞
納
に
手
を
焼
い
て
い
た
高
野
山
は
、
淵
信
を 

 
 

 

荘
園
の
「預
所
」に
任
命
し
、
地
頭
と
裁
判
で
対
決
さ
せ
た
。
三
善 

 
 

 

氏
は
幕
府
の
役
人
の
た
め
お
金
が
な
い
た
め
、
何
年
に
も
及
ぶ
裁 

 
 

 

判
を
戦
い
抜
き
、
高
野
山
に
有
利
な
判
決
を
勝
ち
取
っ
た
。 

 
 

 
 

荘
園
領
主
が
力
を
持
っ
た
の
も
南
北
朝
時
代
ま
で
で
、
時
代
は 

 
 

 

本
格
的
な
「
武
士
の
世
」
と
な
り
、
「
不
在
地
主
」
で
あ
っ
た
荘
園
領 

 
 

 

主
は
次
第
に
力
を
失
っ
て
い
く
。 

 
 

 
 

結
局
吉
舎
か
ら
南
下
し
た
和
智
氏
が
、
今
高
野
山
の
背
後
に
山 

 
 

 

城
を
構
え
、
毛
利
氏
と
結
び
、
世
羅
一
帯
を
支
配
す
る
有
力
国 

 
 

 

人
に
の
し
上
が
り
、
「大
田
荘
」
の
歴
史
は
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。 

         

【近
世
以
降
の
沿
革
】 

 
 

 
 

明
治
初
年
時
点
で
は
全
域
が
安
芸
広
島
藩
で
あ
っ
た
。
『
旧
髙
旧 

 
 

 

領
取
調
帳
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
明
治
初
年
時
点
で
の
村
は
、 

 
 

 
 

甲
山
町
、
東
神
崎
村
、
西
上
原
村
、
小
世
良
村
、
川
尻
村
、
東
上 

 
 

 

原
村
、
伊
尾
村
、
小
谷
村
、
松
崎
村
、
青
近
村
、
別
迫
村
、
堀
越
村 

 
 

 

京
丸
村
、
青
水
村
、
津
口
村
、
小
国
村
、
篠
村
、
蔵
宗
村
、
吉
原
村 

 
 

 

飯
田
村
、
上
野
山
村
、
敷
名
村
、
中
村
、
黒
川
村
、
上
津
田
村
、
下 

 
 

 

津
田
村
、
長
田
村
、
徳
市
村
、
黒
淵
村
、
戸
張
村
、
安
田
村
、
小
童 

 
 

 

村
、
宇
賀
村
、
山
中
福
田
村
、
壱
歩
村
、
中
原
村
、
赤
屋
村
、
井
折 

 
 

 

村
、
本
郷
村
、
寺
町
村
、
西
神
崎
村
、
青
山
村
、
三
郎
丸
村
、
重
永 

 
 

 

村
、
賀
茂
村
、
萩
原
福
田
村
、
萩
原
村
、
下
徳
良
村
、
上
徳
良
村
、 

 
 

 
田
打
村 

 
 

 
と
現
在
の
世
羅
町
、
三
次
市
、
府
中
市
、
三
原
市
の
一
部
が
一
つ
の 

 
 

 

町
と
な
っ
て
い
た
。 

 
 

 
 

明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
四
月
一
日
に
は
、
町
村
制
の
施
行 

 
 

 

に
よ
り
、
十
三
の
村
に
な
っ
た
。
小
童
村
と
宇
賀
村
は
広
定
村
へ
。 

 

 

◆上の写真：世羅町 今高野山 

 大田庄資料館にあるジオラマ 
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◆芸藩通誌で紹介

された『世羅郡』 

 

◆世羅郡誌より 

昭和２年発行（再版） 
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昭
和
三
十
三
（一
九
五
八
）
年
十
月
十
日
に
は
、
広
定
村
が
甲 

 
 

 

奴
郡
甲
奴
町
と
合
併
し
、
改
め
て
甲
奴
郡
甲
奴
町
が
発
足
。 

 
 

 
 

平
成
十
六
（二
○
○
四
）年
十
月
一
日
に
、
甲
山
町
・世
羅
町
・ 

 
 

 
世
羅
西
町
が
合
併
し
、
改
め
て
世
羅
町
が
発
足
し
た
。 

   
 

 
 

昭
和
二
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
世
羅
郡
誌
』
に
は
、
小
童
と
宇
賀
に 

 
 

 

あ
っ
た
尋
常
小
学
校
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

                   

                           

 

 

【小童尋常高等小学校】 

 明治七年 田原静太郎等西教寺堂宇の一部に於いて漢籍習字の初

歩を授け名づけて開知館と称す。同廿年九月校舎を新築し、同廿三年

四月小童尋常小学校と称す。 

 同四十四年四月一日より高等科を併置す。 

 歴代校長 福原亮三、御輿義夫、瀬尾貴六、金藤次郎、川本紀一郎 

               杉原忍三郎 

 

【宇賀尋常高等小学校】 

 明治八年二月瀬尾良伯自宅に於いて勉転舎なるものを起こし

て教育の任に当たる。明治廿四年四月宇賀尋常小学校と改称し

修業年限を四ヶ年とす。四十三年四月校舎を別の所に新築して

高等科を併置し宇賀尋常高等小学校と改める。 

 歴代校長 竹田昌一、阿部外一郎、中村信四郎、御輿義夫、 

        輿 靜夫、西本一登、貞國〇造、島原寛信 

 

◆上の写真：宇賀 専光寺 

      小童 西教寺 

昭和２年頃の様子 
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尋
常
小
学
校
の
他
、
小
童
農
業
補
習
学
校
、
宇
賀
農
業
補
習
学 

 
 

 

校
と
い
う
学
校
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
大
正
九
年
十
月
に
設
立
さ
れ 

 
 

 
て
い
る
。
最
初
は
小
童
尋
常
高
等
小
学
校
に
併
設
さ
れ
て
、
宇
賀 

 
 

 
尋
常
高
等
小
学
校
に
そ
の
分
校
を
置
い
て
い
た
。
大
正
十
一
年
九 

 
 

 

月
に
分
校
立
し
て
宇
賀
農
業
補
習
学
校
と
改
称
さ
れ
た
。 

                      

                           

 

こ
こ
は 

 

 

で
し
ょ
う 

 

【
参
考
資
料
】 

 

・
世
羅
郡
誌 

 

・
小
童
村
誌 

 

・
コ
ト
バ
ン
ク 

 

・
広
報
誌 

ミ
ハ
ラ
ッ
セ 

 

・Wikipedia 

 

・
備
陽
史
探
訪
の
会 

 
 

会
報
誌 

備
陽
史
探
訪 

 
 
 
 
 
 
 

 

８
３
号 

 

・ameba

ブ
ロ
グ 

 

・
と
ん
ぼ
草 

  

大
田
庄
資
料
館
で

は
、
大
田
庄
の
資
料

だ
け
で
な
く
、
土
器

や
昔
の
世
羅
町
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
資

料
が
多
く
展
示
し
て

あ
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と

足
を
伸
ば
し
て
み
て

は
い
か
が
だ
ろ
う

か
。 

 

＊昭和５０年頃のある地域の写真です。 

 さて、どこだかわかりますか？             ●答えは、最後のページに。 
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＊もう１問。こちらも昭和５０年頃のある地域の写真です。 

 さて、どこだかわかりますか？             ●答えは、最後のページに。 

 

古写真を見る《上下町》昭和二十二年 

 上下町の中心を撮った写真です。中央のこんもりとした山が翁山。 
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郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
か
ら 

《
あ
あ
、
懐
か
し
の
甲
奴
・
・
・
》
其
の
八 

  
 
 

㈱
菁
文
社
さ
ん
が
発
行
さ
れ
て
い
た
郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
か
ら
、
甲
奴
町
関
連
の
資
料
で
、
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
了
承
を
受
け
た
記
事

を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

今
回
は
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
塩
貝
八
王
子
社
大
神
楽
極
打
太
鼓
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

 

【サークル紹介 塩貝大神楽曲打太鼓保存会（甲奴郡甲奴町） 

昭和６０（１９８５）年３８号に掲載 

  

甲奴町小童塩貝の八王子社の氏子により伝承されているもので、小童須

佐神社の夏の例大祭に神祇の一団として、地区の氏子により奉仕される。 

文献資料が無いので起源は明瞭でないが、江戸時代中期に始まったよう

である。 
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三
次
市
教
育
委
員
会
が
平
成
三
十
（二
〇
一
八
）年
に
発
行
し 

 
 

 
た
【
三
次
市
の
文
化
財
３ 

み
よ
し
の
無
形
民
俗
文
化
財
】
よ
り
、 

 
 

 

甲
奴
町
で
登
録
さ
れ
て
い
る
無
形
民
俗
文
化
財
を
ご
紹
介
。 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ま
ず
『
民
俗
文
化
財
』
と
は
、 

 
 

 
 

 

日
本
の
文
化
財
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
制
定
さ
れ
た
文
化
財 

 
 

 
 

保
護
法
に
基
づ
き
、
保
存
・活
用
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法 

 
 

 
 

律
で
は
、 

・建
造
物
や
絵
画
な
ど
形
の
あ
る
も
の 

・演
劇
・音
楽
、
工
芸
技
術
な
ど
の
形
の
な
い
も
の 

・民
俗
文
化
財 

 
 

 
 

が
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

民
俗
文
化
財
と
は
、
人
々
が
日
常
生
活
の
中
で
創
造
し
、
受 

 
 

 
 

け
継
い
で
き
た
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
変
化
を
知
る
う
え
で
欠 

 
 

 
 

か
せ
な
い
も
の
で
す
。 

  
 

 
 

民
俗
文
化
財 

  
 

 
 

【有
形
民
俗
文
化
財
】 

 
 

 
 

 

民
俗
文
化
財
の
中
で
も
、
形
の
あ
る
も
の
の
こ
と
。
風
俗
慣
習 

 
 

 
 

芸
能
・
技
術
な
ど
で
使
わ
れ
て
き
た
衣
服
や
道
具
、
そ
れ
ら
が

行
わ
れ
る
建
物
な
ど
。 

 
 

 
 

【無
形
民
俗
文
化
財
】 

 
 

 
 

 

風
俗
慣
習 

 
 

 
 

 
 

四
季
折
々
の
祭
り
や
年
中
行
事
、
人
の
一
生
の
節
目
に
営
ま 

 
 

 
 

れ
る
人
生
儀
礼
な
ど
の
こ
と
。 

 
 

 
 

 

生
産
・生
業
、
人
生
儀
礼
、
娯
楽
・
競
技
、
社
会
生
活
（
民
俗 

 
 

 
 

知
識
）、
年
中
行
事
、
祭
礼
（信
仰
）
な
ど
。 

   
 

 
 

 

民
俗
芸
能 

 
 

 
 

 
 

各
地
域
の
中
で
伝
承
し
て
き
た
演
劇
、
舞
踊
、
音
楽
、
及
び 

 
 

 
 

 

そ
れ
ら
の
要
素
を
備
え
た
儀
礼
や
行
事
等
の
こ
と
。
季
節
の
変 

 
 

 
 

 

化
の
中
で
、
寺
社
や
寺
院
を
中
心
と
し
た
様
々
な
儀
礼
や
行 

 
 

 
 

 

事
が
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

神
楽
、
田
楽
、
風
流
な
ど
。 

 

民
俗
技
術 

 
 

 
 

 
 

衣
・食
・
住
、
生
産
・
生
業
、
娯
楽
・
競
技
な
ど
民
俗
文
化
財 

 
 

 
 

 

の
制
作
技
術
や
使
う
技
術
。 

  
 

 
 

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
国
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の 

 
 

 

は
全
国
に
二
九
一
件
あ
る
。
広
島
県
に
は
安
芸
の
は
や
し
田
（北 

 
 

 

広
島
町
）、
塩
原
の
大
山
供
養
田
植
（庄
原
市
）
、
壬
生
の
花
田
植 

 
 

 

（北
広
島
町
）
、
比
婆
荒
神
神
楽
（庄
原
市
）
の 

四
件
が
あ
る
。 

 
 

 
 

中
に
は
ユ
ネ
ス
コ
世
界
無
形
文
化
遺
産
に 

登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
近
く
で
は 

壬
生
の
花
田
植
や
佐
蛇
神
能
（さ
だ
し
ん
の
う
） 

（松
江
市
）な
ど
が
あ
る
。 

  

『
大
切
に
し
た
い 

民
俗
文
化
財
』  

 

◆下の写真 

比婆荒神神楽 
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◆三次市教育委員会発行 

三次市の文化財３ みよしの無形民俗文化財より 
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甲
奴
町
の
無
形
民
俗
文
化
財
で
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、 

 
 

 
 

 

・風
習
慣
習
・・・祭
礼 

 
 

 
 

 
 

 

須
佐
神
社
の
的
弓
祭 

  
 

 
 

 
・民
俗
芸
能
・・・神
楽 

 
 

 
 

 
 

 
備
後
神
楽
系 

甲
奴
神
楽
、
宇
賀
神
楽 

 

・民
俗
芸
能
・・・風
流 

 
 

 
 

 
 

 

塩
貝
八
王
子
社
大
神
楽
極
打
太
鼓 

                  

季
節
の
こ
と
ば ≪

 

神
無
月
の
由
来 ≫

 

  
 

 
 

神
無
月
は
、
旧
暦
で
十
月
の
こ
と
。
『
か
み
な
づ
き
』『か
む
な
づ 

 
 

 

き
』と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
あ
る
と
こ
ろ
で
は
『
神
在
月
』
と 

 
 

 

逆
の
意
味
で
い
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。 

 

① 

『神
無
月
』
と
『神
在
月
』
に
つ
い
て 

十
月
は
全
国
の
八
百
万
の
神
様
が
、
一
部
の
留
守
神
様
を

残
し
て
出
雲
大
社
へ
会
議
に
出
か
け
て
し
ま
う
・
・
・
と
考
え
ら

れ
て
き
ま
し
た
。 

そ
の
た
め
、
神
様
が
出
か
け
て
し
ま
う
国
で
は
神
様
が
い
な

い
の
で
『
神
無
月
』
、
反
対
に
出
雲
の
国
で
は
神
様
が
た
く
さ
ん

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
『
神
在
月
』と
い
う
わ
け
で
す
。 

ま
た
、
『神
無
月
』
の
無
を
【
の
】と
解
し
て
『
神
の
月
』
と
す
る

説
も
あ
り
ま
す
が
、
『
神
無
月
』
も
『
神
在
月
』
も
、
神
々
が
集

う
大
切
な
月
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

② 

会
議
の
議
題
は
？ 

 
 

 
 

 
 

 

年
に
一
度
、
出
雲
大
社
に
集
ま
っ
た
神
様
た
ち
は
、
人
の
運 

 
 

 
 

 
 

命
や
縁
（
誰
と
誰
を
結
婚
さ
せ
よ
う
か
）
な
ど
を
話
し
合
い 

 
 

 
 

 
 

ま
す
。
遠
く
離
れ
た
者
同
士
が
知
り
合
い
、
結
婚
す
る
よ
う 

 
 

 
 

 
 

な
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
会
議
の
結
果
な
の
か
も
し
れ 

 
 

 
 

 
 

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
出
雲
大
社
は
縁
結
び
の
総
本
山
で
も 

 
 

 
 

 
 

あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
ま
た
、
来
年
の
天
候
、
農
作
物
や
酒
の
出
来
な
ど
も
話 

 
 

 
 

 
 

し
合
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

 
◆上の写真：塩貝八王子社大神楽極打太鼓 

 出典：gionsan.info より 

 無形民俗文化財として登録されているものは、古くからず

っと『消えてはいけない』、『廃れてはいけない』という思いで

続けて来られているものばかりです。 

 これからもずっと継承されていくことを願います。 
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③ 

会
議
の
場
所
が
出
雲
大
社
な
の
は
ど
う
し
て
？ 

出
雲
大
社
の
祭
神
は
大
国
主
大
神
（
お
お
く
に
ぬ
し
の
お
お
か
み
）
。

天
を
象
徴
す
る
天
照
大
神
に
対
し
、
大
地
を
象
徴
す
る
神
様

で
す
。 

 
大
国
主
大
神
に
は
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
お
り
、
そ
の

子
ど
も
た
ち
を
全
国
各
地
に
お
い
て
国
を
管
理
さ
せ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
年
に
一
度
出
雲
大
社
に
戻
り
、
そ
の

年
の
報
告
や
来
年
の
相
談
を
し
た
の
で
す
。 

 

や
が
て
、
他
の
神
様
も
一
緒
に
出
雲
に
集
ま
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

④ 

十
月
の
神
様
の
出
張
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

・十
月
一
日 

「神
送
り
」出
雲
に
出
発
。 

・十
月
十
日 

「神
迎
え
」出
雲
に
到
着
。
出
雲
の
国
・稲
佐
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

浜
で
神
様
を
迎
え
、
出
雲
大
社
へ
向
か
い
ま
す
。 

・十
月
十
一
日
～
十
七
日 

「神
在
祭
」。
神
議
（か
む
は
か
り
）
と
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

う
会
議
を
し
ま
す
。 

 
 

＊
出
雲
大
社
で
は
、
会
議
処
で
あ
る
上
宮
で
祭
り
を
執
り
行
い
ま
す
。 

 
 
 

 

ま
た
、
神
々
の
宿
泊
所
と
な
る
境
内
の
十
九
社
で
も
連
日
祭
り
が 

 
 
 

 

行
わ
れ
ま
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

・十
月
十
七
日 

「神
等
去
出
祭
（か
ら
さ
で
さ
い
）
」出
雲
大
社
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
発
、
出
雲
の
国
へ
。 

 
 

 
 

 

・十
月
二
十
六
日 

「第
二
神
等
去
出
祭
」
出
雲
の
国
か
ら
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発
。
再
び
出
雲
大
社
で
お
祭
り
を
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

・十
月
末
日 

「神
迎
え
」
帰
宅
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

＊
日
付
は
旧
暦
。
出
雲
大
社
で
は
旧
暦
で
神
を
迎
え
る
行
事
が
行 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

れ
て
い
ま
す
。 

⑤ 

留
守
神
様
と
は
？ 

全
て
の
神
様
が
出
雲
に
出
か
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
留

守
番
を
す
る
神
様
が
い
ま
す
。
代
表
的
な
神
様
が
『
恵
比
寿

神
』
。
ま
た
そ
の
他
に
は
『
金
毘
羅
神
』
、
『
竈
神
』
、
『
道
祖
神
』

な
ど
が
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
留
守
神
様
を
祭
る
た
め
に
、
十
月
に
『
恵
比
須
講
』

を
行
う
地
方
も
多
く
あ
り
ま
す
。
多
く
の
神
様
が
留
守
の
間

に
も
、
ち
ゃ
ん
と
私
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。 

 

◆
こ
こ
は
ど
こ
で
し
ょ
う
？
の
答
え
で
す
。 

昭
和

年
の
場
所
は
【西
野
上
】と
【桂
正
寺
】で
し
た
。 

 
 
 

事
務
局
よ
り 

 

・
掲
載
し
て
ほ
し
い
記
事
や

写
真
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
お
借

り
し
た
写
真
は
、
責
任
を
も

っ
て
お
返
し
い
た
し
ま
す
。 

 

【連
絡
先
】 

カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー 

鶴
本 

 

６
７⁻

３
５
３
５
番
ま
で 

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

 

【
参
考
資
料
】・
私
の
根
っ
こ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

 

≪
 

お
悔
み 

≫
 

   

去
る
九
月
十
三
日
に
、
甲
奴
郷

土
史
研
究
会
長
の
近
藤 

昭
夫
さ

ん
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し

た
。 

 

こ
れ
ま
で
郷
土
史
研
究
会
を

盛
り
立
て
て
く
だ
さ
り
、
ま
た
長

年
の
希
望
で
あ
っ
た
「
郷
土
史
め

ぐ
り
」
用
の
冊
子
作
り
に
も
取
り

組
ま
れ
ま
し
た
。 

 

こ
こ
に
謹
ん
で
お
悔
や
み
申

し
上
げ
ま
す
。 


